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全国知事会 原子力発電対策特別委員会 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言(案) 

 

令和３年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（R3.6) 

令和４年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（案） 

備考 

(修正理由) 

 

はじめに 

 

東京電力福島第一原子力発電所事故から１０  年余りが経過

したが、今なお多くの住民が避難を続けており、早期の事態収束に

向け、国や事業者が一丸となって取り組む必要がある。 

こうした中、全国に立地している原子力施設の安全確保が何より

も重要な課題となっており、原子力規制委員会においては、新規制

基準への適合性審査を厳正かつ迅速に行うとともに、その結果につ

いて、地域住民はもとより、国民全体に明確かつ責任ある説明を行

うことが強く求められるところである。 

また、原子力防災対策については、国が前面に立って継続的に充

実強化を図るとともに、地方公共団体が講じる対策について、必要

な予算を確保し、早急に支援体制の整備を図ることが必要である。

特に、平成２８年３月の原子力関係閣僚会議において決定された

「原子力災害対策充実に向けた考え方」の実施に当たっては、地方

公共団体の意見を十分に反映し、政府一丸となって対応する必要が

ある。 

国民及び国土の安全確保のため、原子力施設の安全対策や防災対

策の強化を図り、事故は起こり得るものとの前提に立ち、あらゆる

対策を講じることが重要であり、現時点において、国が責任を持っ

て早急に取り組むべき事項について、次のとおり提言する。 

 

 

Ⅰ 東京電力福島第一原子力発電所事故に係る対策について 

福島第一原子力発電所の廃止措置に向けた取組が安全かつ着実

に進められることが被災地の復興の大前提であり、今なお、避難

を続けている国民が多数いることを重く受け止め、事態の早期収

束・廃止措置の早期完了に向け、国内外の英知を結集し、国が前面

に立ち責任を持って取り組むとともに、これら避難を続けている

 

はじめに 

 

東京電力福島第一原子力発電所事故から１０１１年余りが経過

したが、今なお多くの住民が避難を続けており、早期の事態収束に

向け、国や事業者が一丸となって取り組む必要がある。 

こうした中、全国に立地している原子力施設の安全確保が何より

も重要な課題となっており、原子力規制委員会においては、新規制

基準への適合性審査を厳正かつ迅速に行うとともに、その結果につ

いて、地域住民はもとより、国民全体に明確かつ責任ある説明を行

うことが強く求められるところである。 

また、原子力防災対策については、国が前面に立って継続的に充

実強化を図るとともに、地方公共団体が講じる対策について、必要

な予算を確保し、早急に支援体制の整備を図ることが必要である。

特に、平成２８年３月の原子力関係閣僚会議において決定された

「原子力災害対策充実に向けた考え方」の実施に当たっては、地方

公共団体の意見を十分に反映し、政府一丸となって対応する必要が

ある。 

国民及び国土の安全確保のため、原子力施設の安全対策や防災対

策の強化を図り、事故は起こり得るものとの前提に立ち、あらゆる

対策を講じることが重要であり、現時点において、国が責任を持っ

て早急に取り組むべき事項について、次のとおり提言する。 

 

 

Ⅰ 東京電力福島第一原子力発電所事故に係る対策について 

福島第一原子力発電所の廃止措置に向けた取組が安全かつ着

実に進められることが被災地の復興の大前提であり、今なお、避

難を続けている国民が多数いることを重く受け止め、事態の早期

収束・廃止措置の早期完了に向け、国内外の英知を結集し、国が

前面に立ち責任を持って取り組むとともに、これら避難を続けて

 

 

 

 

 

・時点修正（H23.3.11 発災）。 
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令和３年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（R3.6) 

令和４年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（案） 

備考 

(修正理由) 

人々に対する適切な支援や除染等の着実な実施、根拠のない風評

に対する正確な情報の発信等、各産業分野における風評の払拭、

原子力災害の風化防止対策などについて、政府一丸となって取り

組むこと。 

また、廃止措置を進めるに当たっては、地震・津波対策を含め

た設備の信頼性向上、現場におけるリスク管理の徹底と各対策の

重層化を東京電力に強く求めるとともに、これらの取組に対する

国の指導・監督を徹底するなど、より一層の安全確保に努めるこ

と。 

「多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針」が決定さ

れたが、特定の地域・産業に限らず、新たな風評被害が生じるこ

とが懸念されることから、これまで積み重ねてきた風評払拭の努

力を後退させることのないよう、国が前面に立ち、関係省庁が一

体となって万全な対策を講じること。 

                             

                               

                               

                               

                               

                               

      

処理水に関する国の基本方針等について、水産業    を始

めとする関係団体や地方公共団体等に対する丁寧な説明と真摯

な対話を継続して行い、その理解と納得が得られるよう取り組む

こと。 

   タンクに保管されている水の浄化処理を確実に実施するとと

もに、第三者機関による比較測定等を行い、処理過程の透明性を

高めるよう取り組むこと。また、地元関係者を始め関係団体や地

方公共団体などの立会いのもと、広くきめ細やかな環境モニタリ

ングを実施するとともに、処分設備に異常が生じた場合の緊急停

止措置などの安全対策を講じること。                       

                               

                               

              併せて、処理水の元となる汚染水

の発生量を、これまで以上に抑制する対策を講じること。 

いる人々に対する適切な支援や除染等の着実な実施、根拠のない

風評に対する正確な情報の発信等、各産業分野における風評の払

拭、原子力災害の風化防止対策などについて、政府一丸となって

取り組むこと。 

また、廃止措置を進めるに当たっては、地震・津波対策を含め

た設備の信頼性向上、現場におけるリスク管理の徹底と各対策の

重層化を東京電力に強く求めるとともに、これらの取組に対する

国の指導・監督を徹底するなど、より一層の安全確保に努めるこ

と。 

「多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針」が決定さ

れたが、特定の地域・産業に限らず、新たな風評被害が生じるこ

とが懸念されることから、これまで積み重ねてきた風評払拭の努

力を後退させることのないよう、国が前面に立ち、関係省庁が一

体となって万全な対策を講じること。 

ＡＬＰＳ処理水の取扱いについては、昨年４月に基本方針が決

定されるとともに、１２月には行動計画が策定されたところであ

るが、国においては、この行動計画に基づき、政府一丸となって、

新たな風評への懸念が生じないよう、責任を持って取り組むこ

と。加えて、関係団体や自治体からの意見を真摯に受け止め、追

加対策や支援内容の見直しも含め、万全な対策となるよう取り組

むこと。 

処理水に関する国の基本方針等について、水産業や農林業を始

めとする関係団体や地方公共団体等に対する丁寧な説明と真摯

な対話を継続して行い、その理解と納得が得られるよう取り組む

こと。 

   タンクに保管されている水の浄化処理を確実に実施するとと

もに、第三者機関による比較測定等を行い、処理過程の透明性を

高めるよう取り組むこと。また、地元関係者を始め関係団体や地

方自治体などの立会いのもと、広くきめ細やかな環境モニタリン

グを実施するとともに、処分設備に異常が生じた場合の緊急停止

措置などの安全対策を講じること処理過程における透明性の確

保や、地元関係者を始め関係団体や自治体などの立会いによる広

くきめ細やかな環境モニタリングの実施など、透明性かつ客観性

の高い安全対策を講じること。併せて、処理水の元となる汚染水

の発生量を、これまで以上に抑制する対策を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和 3 年 12 月に「ALPS 処理水の処分に関

する基本方針の着実な実行に向けた行動計

画」が決定されたことに伴う修正。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特定の地域や産業に限らず，処理水に関す

る新たな風評被害が生じることが懸念される

ことから，幅広い事業者に対して対応を行う

必要があるため。 

 

 

・緊急停止措置については東京電力の実施計

画に盛り込まれているため削除。 
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令和３年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（R3.6) 

令和４年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（案） 

備考 

(修正理由) 

トリチウムを始め処理水に含まれる放射性物質に関する科学

的な性質やデータ、国内外におけるトリチウム の処分状況、環

境モニタリングの結果など、正確な情報を広く国内外に発信する

とともに、新たな風評を発生させないという強い決意のもと、万

全な風評対策を講じること。また、そうした対策を講じても風評

被害が発生する場合には、東京電力に対し一律に賠償期間や地

域、業種などを限定することなく確実な賠償を行うよう指導する

など、国が責任を持って対応すること。 

  トリチウムの分離技術を研究開発する機関を明確に位置づけ、

引き続き、新たな技術動向の調査や研究開発を推進し、実用化で

きる処理技術が確認された場合には、柔軟に対応すること。 

使用済燃料の取り出しに向けた原子炉建屋の解体、がれき撤去

などの放射性物質が飛散する可能性がある作業や雑固体廃棄物

焼却設備の運用等においては、飛散防止対策と放射線モニタリン

グを徹底して行うよう指導するとともに、国としてもしっかりと

監視すること。 

今後長きにわたる廃止措置作業を支える作業員や現場を管理

できる人材の計画的な確保・育成や雇用の適正化、作業環境の改

善、労働災害の防止対策等が確実に行われ、作業員が安定的に安

心して働くことができる環境の整備等を東京電力に求めるととも

に国も主体的に取り組むこと。 

また、廃止措置に向けて高度な技術が必要となることから、能

力・資質に富む研究者や技術者の計画的な確保・育成に取り組む

こと。 

迅速かつ正確な通報・連絡、情報公開の徹底はもとより、廃止

措置に向けた取組状況等について、国民に対して分かりやすく丁

寧な説明を行うよう、東京電力を指導・監督するとともに国も主

体的に取り組むこと。 

 

 

Ⅱ 原子力施設の安全対策について 

１ 原子力安全規制体制の強化について 

(１) 福島第一原子力発電所事故の総括と新たな知見の反映に 

ついて 

トリチウムを始め処理水に含まれる放射性物質に関する科学

的な性質やデータ、国内外におけるトリチウム等の処分状況、環

境モニタリングの結果など、正確な情報を広く国内外に発信する

とともに、新たな風評を発生させないという強い決意のもと、万

全な風評対策を講じること。また、そうした対策を講じても風評

被害が発生する場合には、東京電力に対し一律に賠償期間や地

域、業種などを限定することなく確実な賠償を行うよう指導する

など、国が責任を持って対応すること。 

  トリチウムの分離技術を研究開発する機関を明確に位置づけ、

引き続き、新たな技術動向の調査や研究開発を推進し、実用化で

きる処理技術が確認された場合には、柔軟に対応すること。 

使用済燃料の取り出しに向けた原子炉建屋の解体、がれき撤去

などの放射性物質が飛散する可能性がある作業や雑固体廃棄物

焼却設備の運用等においては、飛散防止対策と放射線モニタリン

グを徹底して行うよう指導するとともに、国としてもしっかりと

監視すること。 

今後長きにわたる廃止措置作業を支える作業員や現場を管理

できる人材の計画的な確保・育成や雇用の適正化、作業環境の改

善、労働災害の防止対策等が確実に行われ、作業員が安定的に安

心して働くことができる環境の整備等を東京電力に求めるとと

もに国も主体的に取り組むこと。 

また、廃止措置に向けて高度な技術が必要となることから、能

力・資質に富む研究者や技術者の計画的な確保・育成に取り組む

こと。 

迅速かつ正確な通報・連絡、情報公開の徹底はもとより、廃止

措置に向けた取組状況等について、国民に対して分かりやすく丁

寧な説明を行うよう、東京電力を指導・監督するとともに国も主

体的に取り組むこと。 

 

 

Ⅱ 原子力施設の安全対策について 

１ 原子力安全規制体制の強化について 

(１) 福島第一原子力発電所事故の総括と新たな知見の反映に 

ついて 

・書き出しが「トリチウムを始め処理水に含

まれる放射性物質」となっていることから、

「トリチウム等」という記載に変更。 
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令和３年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（R3.6) 

令和４年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（案） 

備考 

(修正理由) 

福島第一原子力発電所の事故の原因や対応を徹底的に究

明し、そこから得られた教訓や新たな知見等を総括した上

で、国民に明確に説明すること。 

加えて、原子力施設の安全性向上のため、国内外における

最新の知見を収集するとともに、安全研究に取り組み、関係

機関や学会、専門家等の意見を聴きながら幅広い議論を行

い、手続きを明確にした上で、新規制基準や法制度を絶えず

見直していくなど、原子力規制のより一層の充実・強化に不

断に取り組むこと。  

なお、新たな規制要求を行う際には、国民及び関係地方公

共団体に分かりやすく説明すること。 

原子力規制上の安全目標については、その目標設定の考え

方や意味、新規制基準との関係などを明らかにし、国民に分

かりやすく説明するとともに、継続的に検討を行うこと。  

 

(２) 実効性のある安全規制の実施について 

真に実効性のある原子力安全規制とするため、敷地内破砕

帯の評価を含む原子力施設の安全審査に当たっては、その審

査方法を明確にした上で、新規制基準を厳格に適用するとと

もに、幅広い分野の専門家の意見やこれまでに蓄積されたデ

ータなど科学的・技術的知見に基づき公平・公正な結論を導

き出すこと。 

特に、敷地内破砕帯等の評価については、評価基準を明確

にするとともに、国として構造地質学や地震研究など幅広い

分野の専門家による体制を整備し、責任を持って速やかに対

応すること。また、東日本大震災等の巨大地震や大津波によ

り大きな影響を受けた原子力発電所については、施設の健全

性を考慮した審査を行うこと。 

運転期間延長認可の審査結果については、国民に分かりや

すく説明するとともに、事業者が行う安全対策に対し指導・

監督を強化すること。 

また、原子炉圧力容器の照射脆化の研究を始めとした高経

年化対策に関する技術情報基盤の整備や安全研究の一層の

推進を図り、最新の知見に基づく不断の検討を重ね、高経年

化原子炉の安全確保に万全を期すこと。 

福島第一原子力発電所の事故の原因や対応を徹底的に究

明し、そこから得られた教訓や新たな知見等を総括した上

で、国民に明確に説明すること。 

加えて、原子力施設の安全性向上のため、国内外における

最新の知見を収集するとともに、安全研究に取り組み、関係

機関や学会、専門家等の意見を聴きながら幅広い議論を行

い、手続きを明確にした上で、新規制基準や法制度を絶えず

見直していくなど、原子力規制のより一層の充実・強化に不

断に取り組むこと。  

なお、新たな規制要求を行う際には、国民及び関係地方公

共団体に分かりやすく説明すること。 

原子力規制上の安全目標については、その目標設定の考え

方や意味、新規制基準との関係などを明らかにし、国民に分

かりやすく説明するとともに、継続的に検討を行うこと。  

 

(２) 実効性のある安全規制の実施について 

真に実効性のある原子力安全規制とするため、敷地内破砕

帯の評価を含む原子力施設の安全審査に当たっては、その審

査方法を明確にした上で、新規制基準を厳格に適用するとと

もに、幅広い分野の専門家の意見やこれまでに蓄積されたデ

ータなど科学的・技術的知見に基づき公平・公正な結論を導

き出すこと。 

特に、敷地内破砕帯等の評価については、評価基準を明確

にするとともに、国として構造地質学や地震研究など幅広い

分野の専門家による体制を整備し、責任を持って速やかに対

応すること。また、東日本大震災等の巨大地震や大津波によ

り大きな影響を受けた原子力発電所については、施設の健全

性を考慮した審査を行うこと。 

運転期間延長認可の審査結果については、国民に分かりや

すく説明するとともに、事業者が行う安全対策に対し指導・

監督を強化すること。 

また、原子炉圧力容器の照射脆化の研究を始めとした高経

年化対策に関する技術情報基盤の整備や安全研究の一層の

推進を図り、最新の知見に基づく不断の検討を重ね、高経年

化原子炉の安全確保に万全を期すこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-5- 

 

令和３年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（R3.6) 

令和４年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（案） 

備考 

(修正理由) 

さらに、原子炉の廃止措置が安全かつ着実に進められるよ

う、原子炉本体の解体技術などの高度化に努めるとともに、

廃止措置計画を厳正に審査し、廃止措置の工程や周辺環境へ

の影響等の審査結果について、住民及び地方公共団体に丁寧

な説明を行うこと。 

廃止措置の実施に当たっては、高速炉も含め安全確保に万

全を期すとともに、検査等の結果について住民及び地方公共

団体に丁寧な説明を行うこと。 

 

 (３) 事業者に対する指導・監督の強化について 

事業者による核物質防護に関する取組について、より厳格

に指導するとともに、核物質防護上の問題が発生した場合、

当該事業者の管理能力を評価し、結果を公表すること。 

また、安全確保の第一義的な責任を有する事業者に対し、

最低限の規制要求事項を満たすだけでなく、事業者が行う安

全性向上の評価を含め、更なる安全性の向上と安全文化の醸

成に向けた自主的かつ継続的な取組を行うよう一層促すと

ともに、徹底した情報公開など指導・監督を強化すること。 

長期間停止した原子力発電所の再稼働に当たっては、関係

事業者等も含めて安全管理体制の一層の指導監督に努める

とともに、原子力規制検査において厳正な根拠確認及び立会

確認を行うこと。 

加えて、研究開発施設等においても、放射性物質の管理、

取扱いの厳格化など安全管理体制について、厳正な指導・監

督を行うこと。 

さらに、原子力施設における安全性を確保する観点から、

新型コロナウイルス等の感染症対策に万全を期すよう促す

こと。 

 

(４) 原子力規制委員会の機能の確保について 

原子力規制委員会は、様々な指摘や提言を踏まえ、引き続

き高い独立性や専門性、徹底した情報公開による透明性など

の確保に努めるとともに、地方公共団体等の幅広い意見に真

摯に耳を傾け、真に国民の理解と信頼が得られる組織とする

こと。 

さらに、原子炉の廃止措置が安全かつ着実に進められるよ

う、原子炉本体の解体技術などの高度化に努めるとともに、

廃止措置計画を厳正に審査し、廃止措置の工程や周辺環境へ

の影響等の審査結果について、住民及び地方公共団体に丁寧

な説明を行うこと。 

廃止措置の実施に当たっては、高速炉も含め安全確保に万

全を期すとともに、検査等の結果について住民及び地方公共

団体に丁寧な説明を行うこと。 

 

 (３) 事業者に対する指導・監督の強化について 

事業者による核物質防護に関する取組について、より厳格

に指導するとともに、核物質防護上の問題が発生した場合、

当該事業者の管理能力を評価し、結果を公表すること。 

また、安全確保の第一義的な責任を有する事業者に対し、

最低限の規制要求事項を満たすだけでなく、事業者が行う安

全性向上の評価を含め、更なる安全性の向上と安全文化の醸

成に向けた自主的かつ継続的な取組を行うよう一層促すと

ともに、徹底した情報公開など指導・監督を強化すること。 

長期間停止した原子力発電所の再稼働に当たっては、関係

事業者等も含めて安全管理体制の一層の指導監督に努める

とともに、原子力規制検査において厳正な根拠確認及び立会

確認を行うこと。 

加えて、研究開発施設等においても、放射性物質の管理、

取扱いの厳格化など安全管理体制について、厳正な指導・監

督を行うこと。 

さらに、原子力施設における安全性を確保する観点から、

新型コロナウイルス等の感染症対策に万全を期すよう促す

こと。 

 

(４) 原子力規制委員会の機能の確保について 

原子力規制委員会は、様々な指摘や提言を踏まえ、引き続

き高い独立性や専門性、徹底した情報公開による透明性など

の確保に努めるとともに、地方公共団体等の幅広い意見に真

摯に耳を傾け、真に国民の理解と信頼が得られる組織とする

こと。 
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令和３年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（R3.6) 

令和４年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（案） 

備考 

(修正理由) 

特に、「国内外の多様な意見に耳を傾け、孤立と独善を戒

める」という委員会の組織理念を達成するため、関係省庁、

関係地方公共団体、関係団体等との意思疎通を図るととも

に、外部評価機関の新設など、組織の健全性や信頼性を評価、

改善出来る仕組みを構築すること。 

また、新規制基準への適合性審査について、設備運用に係

るソフト面の規制を含め、厳正かつ迅速に行えるよう審査体

制の拡充・強化を図るとともに、既に適合性審査申請がなさ

れている原子力発電所について、審査の長期化は住民の不安

につながることから、審査手順の改善等を図るとともに、安

全性の確保のため施設と地震・津波に関する審査を遅滞なく

着実に実施すること。 

さらに、新たな原子力規制検査制度については、現場を重

視した実効性ある安全規制を進めるとともに、検査官の検査

技術の維持・向上に努めること。また、検査結果も含め、責

任を持って国民及び地方公共団体に分かりやすく、かつ丁寧

に説明すること。併せて、事故制圧・防災体制を一層強化す

るため、現地の規制事務所の人員体制を抜本的に充実強化す

ること。 

 

 

２ 国民理解に向けた取組及び地方公共団体への説明責任について 

原子力施設に係る新規制基準や適合性審査の状況・結果等に

ついては、関係地方公共団体の要望を踏まえ、原子力規制委員

会の然るべき責任のある立場の者が、具体的な手順等を明示し

た上で自ら主体的に説明することに加え、その内容について分

かりやすく公表し、問合せ窓口を設置することなどにより、国

民及び地方公共団体の理解促進に努めること。 

特に、新規制基準において、猶予期間が設けられた対策につ

いては、その理由を明確に説明すること。 

原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会が責任

を持って、新規制基準への適合性審査の結果に加え、万一の事

故や原子力災害に係る国の対策の状況、さらには事業者の運営

能力の確認など、総合的な観点から判断するとともに、安全性

を判断した理由について国民及び地方公共団体に対し、明確か

特に、「国内外の多様な意見に耳を傾け、孤立と独善を戒

める」という委員会の組織理念を達成するため、関係省庁、

関係地方公共団体、関係団体等との意思疎通を図るととも

に、外部評価機関の新設など、組織の健全性や信頼性を評価、

改善出来る仕組みを構築すること。 

また、新規制基準への適合性審査について、設備運用に係

るソフト面の規制を含め、厳正かつ迅速に行えるよう審査体

制の拡充・強化を図るとともに、既に適合性審査申請がなさ

れている原子力発電所について、審査の長期化は住民の不安

につながることから、審査手順の改善等を図るとともに、安

全性の確保のため施設と地震・津波に関する審査を遅滞なく

着実に実施すること。 

さらに、新たな原子力規制検査制度については、現場を重

視した実効性ある安全規制を進めるとともに、検査官の検査

技術の維持・向上に努めること。また、検査結果も含め、責

任を持って国民及び地方公共団体に分かりやすく、かつ丁寧

に説明すること。併せて、事故制圧・防災体制を一層強化す

るため、現地の規制事務所の人員体制を抜本的に充実強化す

ること。 

 

 

２ 国民理解に向けた取組及び地方公共団体への説明責任について 

原子力施設に係る新規制基準や適合性審査の状況・結果等に

ついては、関係地方公共団体の要望を踏まえ、原子力規制委員

会の然るべき責任のある立場の者が、具体的な手順等を明示し

た上で自ら主体的に説明することに加え、その内容について分

かりやすく公表し、問合せ窓口を設置することなどにより、国

民及び地方公共団体の理解促進に努めること。 

特に、新規制基準において、猶予期間が設けられた対策につ

いては、その理由を明確に説明すること。 

原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会が責任

を持って、新規制基準への適合性審査の結果に加え、万一の事

故や原子力災害に係る国の対策の状況、さらには事業者の運営

能力の確認など、総合的な観点から判断するとともに、安全性

を判断した理由について国民及び地方公共団体に対し、明確か

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・時点修正。 
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令和３年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（R3.6) 

令和４年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（案） 

備考 

(修正理由) 

つ丁寧な説明を行うこと。 

また、原子力発電所の再稼働及び４０年を超える運転延長に

ついては、具体的な手続きを明確にした上で、安全性の確認だ

けでなくエネルギー政策上の重要性や必要性等を十分に考慮

し、国が一体となって責任を持った判断をするとともに、その

経緯や結果について国政を預かる立場の者が、国民及び地方公

共団体に十分に説明し、理解を得るよう、国として主体的に取

り組むこと。 

なお、説明に要する費用は国が負担すること。 

事故が起きた場合には、国は、被災者への賠償を含め、責任

を持って対処すること。 

さらに、原子力施設における事故やトラブルの情報について

は、国が国民及び地方公共団体に対する説明責任を十分に果た

すこと。 

 

 

 ３ バックエンド対策について 

(１) 使用済燃料対策について 

使用済燃料対策については、原子力施設立地地域だけの

問題ではなく、電力を消費する国民全体の問題であるとい

う認識に立ち、アクションプランに基づき、国として主体

的に取り組む方針を明らかにする            

                           

                           

 こと。また、高速炉の研究開発も含め具体的な進展が図

られるよう国が主体となって着実に進めていくとともに、 

                           

                      使用済ＭＯ

Ｘ燃料の処理・処分について、技術的な検討・研究開発を 

加速し、その具体的な方策を明らかにする      こ

と。さらに、使用済燃料貯蔵は、再処理までの一時的な保 

管であることを明確にした上で、乾式貯蔵などの安全性も 

含め国民に分かりやすく説明すること。加えて、核燃料サ 

イクル施策との密接な連携など、中長期的な課題への対応 

についても検討を進めること。なお、試験研究炉の使用済 

つ丁寧な説明を行うこと。 

また、原子力発電所の再稼働及び４０年を超える運転延長に

ついては、具体的な手続きを明確にした上で、安全性の確認だ

けでなくエネルギー政策上の重要性や必要性等を十分に考慮

し、国が一体となって責任を持った判断をするとともに、その

経緯や結果について国政を預かる立場の者が、国民及び地方公

共団体に十分に説明し、理解を得るよう、国として主体的に取

り組むこと。 

なお、説明に要する費用は国が負担すること。 

事故が起きた場合には、国は、被災者への賠償を含め、責任

を持って対処すること。 

さらに、原子力施設における事故やトラブルの情報について

は、国が国民及び地方公共団体に対する説明責任を十分に果た

すこと。 

 

 

 ３ バックエンド対策について 

(１) 使用済燃料対策について 

使用済燃料対策については、原子力施設立地地域だけの

問題ではなく、電力を消費する国民全体の問題であるとい

う認識に立ち、。アクションプランに基づき、国として主体

的に取り組む方針を明らかにする国はエネルギー基本計

画において「使用済燃料対策について、前面に立って主体

的に対応」していくとしており、その取組みを着実に進め

ること。また、高速炉の研究開発も含め具体的な進展が図

られるよう国が主体となって着実に進めていくとともに、 

高速炉開発については、国が責任を持って具体的な方針を

早期に、明確かつ科学的に示すこと。併せて、使用済ＭＯ

Ｘ燃料の処理・処分について、技術的な検討・研究開発を

加速し、その具体的な方策を明らかにする速やかに示すこ

と。さらに、使用済燃料貯蔵は、再処理までの一時的な保

管であることを明確にした上で、乾式貯蔵などの安全性も

含め国民に分かりやすく説明すること。加えて、核燃料サ

イクル施策との密接な連携など、中長期的な課題への対応

についても検討を進めること。なお、試験研究炉の使用済

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・エネルギー基本計画において、「使用済燃料

対策について、前面に立って主体的に対応」

とあり、明示した対応を着実に進める必要が

あるため。 

 

 

・高速炉開発についても使用済燃料対策と同

様に、国が責任をもって対応するよう求める

もの。 

 

 

・文言修正。既に使用済 MOX 燃料が実際に発

生しているものの、その処理や処分の具体的

な方策や進め方が示されていないことから、

具体的な方策を速やかに示すことを求める必

要がある。 
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令和３年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（R3.6) 

令和４年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（案） 

備考 

(修正理由) 

燃料についても、一時的な貯蔵であるにもかかわらず、具 

体的な搬出計画がない状況では、敷地内での貯蔵の長期化 

が懸念されることから、国は、事業者とともに、搬出に向 

けた具体的な道筋を示すこと。 

 

(２) 高レベル放射性廃棄物等の処理処分について 

「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」の施行から

２０  年が経過したが、未だ最終処分地の選定には至って

いない状況にある。最終処分地の選定の問題は、原子力発電

所   所在の有無にかかわらず、国民的な議論が必要な問

題であることから、国は、全国知事会とも協議しながら、最

終処分事業の理解促進に一層努めること。また、最終処分地

の選定については、国が前面に立ち国民理解を得た上で、誠

実かつ慎重に行うのはもちろんのこと、早期選定に向け、取

組を一層加速すること。 

特に、現在保管されている高レベル放射性廃棄物の一時貯

蔵管理の期限も踏まえ、地層処分に関して丁寧な説明を行う

とともに、廃棄物の減容化や有害度低減に係る技術開発の推

進及びその情報発信など、国民の理解促進に向けた取組を加

速させること。 

 

(３) 低レベル放射性廃棄物の処理処分について 

原子力発電所の廃止措置や原子力の試験研究等に伴い発生

する低レベル放射性廃棄物についても早期に最終処分を行う

ため、国が  、規制基準の整備を速やかに行い、国民の理解

促進に努めるなど、事業者の取組が加速されるよう積極的に

取り組むこと。 

また、ウラン廃棄物の処理処分については、ウラン廃棄物

の特徴に十分配慮し、安全確保を第一に法令を整備する   

    こと。 

 

 

４ 原子力安全に関する人材の育成と研究開発の推進について 

原子力分野における人材育成及び技術の伝承に大きな懸念

が生じていることから、国が、中長期的な視点で、原子力分野

燃料についても、一時的な貯蔵であるにもかかわらず、具

体的な搬出計画がない状況では、敷地内での貯蔵の長期化

が懸念されることから、国は、事業者とともに、搬出に向

けた具体的な道筋を示すこと。 

 

(２) 高レベル放射性廃棄物等の処理処分について 

「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」の施行から

２０２１年が経過したが、未だ最終処分地の選定には至って

いない状況にある。最終処分地の選定の問題は、原子力発電

所施設の所在の有無にかかわらず、国民的な議論が必要な問

題であることから、国は、全国知事会とも協議しながら、最

終処分事業の理解促進に一層努めること。また、最終処分地

の選定については、国が前面に立ち国民理解を得た上で、誠

実かつ慎重に行うのはもちろんのこと、早期選定に向け、取

組を一層加速すること。 

特に、現在保管されている高レベル放射性廃棄物の一時貯

蔵管理の期限も踏まえ、地層処分に関して丁寧な説明を行う

とともに、廃棄物の減容化や有害度低減に係る技術開発の推

進及びその情報発信など、国民の理解促進に向けた取組を加

速させること。 

 

(３) 低レベル放射性廃棄物の処理処分について 

原子力発電所の廃止措置や原子力の試験研究等に伴い発生

する低レベル放射性廃棄物についても早期に最終処分を行う

ため、国がは、規制基準の整備を速やかに行い、国民の理解

促進に努めるなど、事業者の取組が加速されるよう積極的に

取り組むこと。 

また、ウラン廃棄物の処理処分については、ウラン廃棄物

の特徴に十分配慮し、安全確保を第一に法令を整備するとし

て取り組むこと。 

 

 

４ 原子力安全に関する人材の育成と研究開発の推進について 

原子力分野における人材育成及び技術の伝承に大きな懸念

が生じていることから、国が、中長期的な視点で、原子力分野

 

 

 

 

 

 

 

 

・時点修正。 

 

・高レベル放射性廃棄物に係る問題は、原子

力発電所のみならず、他の原子力施設も関わ

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・低レベル放射性廃棄物の中深度処分に関す

るガイドラインが策定されたことから、第 6

次エネルギー基本計画において、規制基準の

整備に関する記述が削除されたため。 

・関係の規則改正（令和３年１０月２１日施

行）が行われ、ウラン廃棄物の埋設処分が可

能となっており、国において一定の法令整備

がなされたため。 

（関係規則） 

・核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染さ

れた物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規

則（昭和６３年総理府令第１号） 

・第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則（平成２５年原子力規

制委員会規則第３０号） 
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令和３年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（R3.6) 

令和４年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（案） 

備考 

(修正理由) 

の人材育成等に取り組むこと。 

特に、試験研究炉等の研究開発施設について、人材育成や研

究開発のための基盤整備に向けた長期的な方針を具体的に示

すとともに、高経年化対策をはじめとする安全対策や廃止措

置、放射性廃棄物の処理処分などを含めた予算・人材の十分な

確保を図ること。 

また、地震・津波対策を含め、原子力施設の安全確保に必要

な研究開発予算を十分に確保し、その促進を図ること。 

 

 

Ⅲ 原子力防災対策について 

１ 原子力防災体制の強化について 

(１) 原子力災害対策指針について 

原子力災害対策指針については、最新の知見や国内外の状

況等を踏まえ、今後も継続的に改定していくとともに、改定

の際には事前に地方公共団体等に説明し、聴取した意見を適

切に反映していくこと。 

福島第一原子力発電所の事故で３０㎞以遠にも被害が及

んだことも踏まえ、ＵＰＺ外の地方公共団体でも緊急時の円

滑な防護対策を可能とするため、事前の対策について改めて

検討を行うこと。 

また、原子力災害対策指針の防護措置について、避難や屋

内退避の有効性などの考え方を、国民に対し、放射線による

被ばくの影響を含め、科学的根拠に基づき丁寧に分かりやす

く説明すること。 

特に、屋内退避については、鉄筋コンクリート構造で陽圧

化した放射線防護対策施設に加え、木造住宅を含む一般住宅

においても、住民が安心して屋内退避できるよう、屋内退避

の重要性や効果に関するデータを具体的に示すこと。 

 

(２) 原子力防災体制について 

地方公共団体の意見を踏まえ、複合災害や過酷事故を想定

し、原子力防災体制を充実させるとともに、災害対策におけ

る地方公共団体の役割の重要性に鑑み、地方公共団体と国、

の人材育成等に取り組むこと。 

特に、試験研究炉等の研究開発施設について、人材育成や研

究開発のための基盤整備に向けた長期的な方針を具体的に示

すとともに、高経年化対策をはじめとする安全対策や廃止措

置、放射性廃棄物の処理処分などを含めた予算・人材の十分な

確保を図ること。 

また、地震・津波対策を含め、原子力施設の安全確保に必要

な研究開発予算を十分に確保し、その促進を図ること。 

 

 

Ⅲ 原子力防災対策について 

１ 原子力防災体制の強化について 

(１) 原子力災害対策指針について 

原子力災害対策指針については、最新の知見や国内外の状

況等を踏まえ、今後も継続的に改定していくとともに、改定

の際には事前に地方公共団体等に説明し、聴取した意見を適

切に反映していくこと。 

福島第一原子力発電所の事故で３０㎞以遠にも被害が及

んだことも踏まえ、ＵＰＺ外の地方公共団体でも緊急時の円

滑な防護対策を可能とするため、事前の対策について改めて

検討を行うこと。 

また、原子力災害対策指針の防護措置について、避難や屋

内退避の有効性などの考え方を、国民に対し、放射線による

被ばくの影響を含め、科学的根拠に基づき丁寧に分かりやす

く説明すること。 

特に、屋内退避については、鉄筋コンクリート構造で陽圧

化した放射線防護対策施設に加え、木造住宅を含む一般住宅

においても、住民が安心して屋内退避できるよう、屋内退避

の重要性や効果に関するデータを具体的に示すこと。 

 

(２) 原子力防災体制について 

地方公共団体の意見を踏まえ、複合災害や過酷事故を想定

し、原子力防災体制を充実させるとともに、災害対策におけ

る地方公共団体の役割の重要性に鑑み、地方公共団体と国、
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令和３年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（R3.6) 

令和４年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（案） 

備考 

(修正理由) 

事業者との緊密な連携協力体制の整備に向け、法整備を含め

て国が主体的かつ速やかに対応すること。 

防災業務関係者の安全確保のため、現在放射線防護に係る

基準が定められていない緊急時の防災業務関係者について、

基準を速やかに法令で定めること。 

重大事故に備え、自衛隊  などの実動組織の支援内容、

現地における指揮命令系統や必要な資機材の整備等につい

て、「実動部隊の協力」を検討する国の分科会の報告等を踏ま

え、引き続き                                      具

体的な検討を進め、必要な対策を講じること。 

また、迅速な対応が図られるよう原子力発電所外において

も被ばくに関する規制を設けるなど、法制度の見直しや、オ

ンサイト対策及びオフサイト対策に必要な特殊部隊の創設

などを検討すること。 

さらに、事故発生時における原子力施設の安全確保のた

め、意思決定や指揮命令系統などに関する法整備など、国の

体制整備に取り組むこと。 

原子力緊急事態支援組織について、全国の発電所において

実践的訓練を実施させるなど、国が継続的な検証を指導する

とともに、原子力災害対応資機材の技術開発を支援するこ

と。 

加えて 、オフサイトセンターについて、国が設置や運営の

主体となることを明確にするとともに、機能班に配属される

各職員の役割を明確にすること。 

また、地方公共団体職員やバス事業者等民間事業者への原

子力防災研修について、国の責任において実施するとともに

その内容を充実すること。さらに、関係地方公共団体が実施

する原子力防災訓練をより実効性のあるものとするため、オ

フサイトセンターへの関係要員の派遣など、地域からの支援

要請に積極的に対応すること。また、事故の際に円滑に対応

できるよう、原子力災害現地対策本部長を含め関係要員は、

平時から現地の状況確認に努めること。 

なお、避難行動要支援者の避難のあり方など省庁横断的に

進める必要がある対策については、地域原子力防災協議会に

おいて、各地域の取組状況を把握し、国として地域の実情に

事業者との緊密な連携協力体制の整備に向け、法整備を含め

て国が主体的かつ速やかに対応すること。 

防災業務関係者の安全確保のため、現在放射線防護に係る

基準が定められていない緊急時の防災業務関係者について、

基準を速やかに法令で定めること。 

重大事故に備え、自衛隊、消防などの実動組織の支援内容、

現地における指揮命令系統や必要な資機材の整備等につい

て、「実動部隊の協力」を検討する国の分科会の報告等を踏

まえ、引き続きオンサイト対策に必要な資機材の確保など具

体的な検討を進め、必要な対策を講じること。 

また、迅速な対応が図られるよう原子力発電所外において

も被ばくに関する規制を設けるなど、法制度の見直しや、オ

ンサイト対策及びオフサイト対策に必要な特殊部隊の創設

などを検討すること。 

さらに、事故発生時における原子力施設の安全確保のた

め、意思決定や指揮命令系統などに関する法整備など、国の

体制整備に取り組むこと。 

原子力緊急事態支援組織について、全国の発電所において

実践的訓練を実施させるなど、国が継続的な検証を指導する

とともに、原子力災害対応資機材の技術開発を支援するこ

と。 

加えて 、オフサイトセンターについて、国が設置や運営

の主体となることを明確にするとともに、機能班に配属され

る各職員の役割を明確にすること。 

また、地方公共団体職員やバス事業者等民間事業者への原

子力防災研修について、国の責任において実施するとともに

その内容を充実すること。さらに、関係地方公共団体が実施

する原子力防災訓練をより実効性のあるものとするため、オ

フサイトセンターへの関係要員の派遣など、地域からの支援

要請に積極的に対応すること。また、事故の際に円滑に対応

できるよう、原子力災害現地対策本部長を含め関係要員は、

平時から現地の状況確認に努めること。 

なお、避難行動要支援者の避難のあり方など省庁横断的に

進める必要がある対策については、地域原子力防災協議会に

おいて、各地域の取組状況を把握し、国として地域の実情に

 

 

 

 

 

 

・消防機関のオンサイト活動に係る資機材の

確保に課題があるということを踏まえ追記。 

 

・「令和 3 年度の緊急時交付金における交付

対象外資機材の取り扱いについて(R3.3 内閣

府事務連絡)」によれば、緊急時交付金の交付

対象はオフサイトで使用する資機材に限定さ

れているため、原発立地地域の一部の消防機

関では、オンサイト(発電所内)での使用を想

定した化学防護服等の資機材の確保に苦慮す

るなど課題がある。 

・原子力災害時、消防機関等の実働組織によ

るオンサイト（発電所内）での支援活動の内

容、役割を明確化し、活動時に必要となる資

機材を誰が確保、負担するのか方針を示すよ

う国に求めていく必要がある。 
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令和３年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（R3.6) 

令和４年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（案） 

備考 

(修正理由) 

応じた適切な防災体制の確立を支援すること。 

さらに、住民の安全確保のための課題について、関係地方

公共団体の意見をよく聴いた上で、真に関係省庁が連携し、

各地域の避難計画等の実効性を確保するための支援体制の

整備など、引き続き国が責任を持って取り組む仕組みを構築

すること。 

加えて、原子力発電所の所在地域及びその周辺において情

報収集事態や警戒事態に相当する地震や津波等の自然災害

が発生した際、ＥＡＬに至らない原子力施設の故障等につい

ても、健全性が劣化している発電所の特別な状態を考慮し、

周辺地域への影響や事象進展の見込み等を関係地方公共団

体に情報提供するとともに、国民に丁寧な説明を行うこと。 

 

                                                                                     

                           

                           

                            

                           

                           

                            

                           

                           

                            

                           

                           

                            

                           

                           

                            

                           

                           

                            

                           

                           

                           

応じた適切な防災体制の確立を支援すること。 

さらに、住民の安全確保のための課題について、関係地方

公共団体の意見をよく聴いた上で、真に関係省庁が連携し、

各地域の避難計画等の実効性を確保するための支援体制の

整備など、引き続き国が責任を持って取り組む仕組みを構築

すること。 

加えて、原子力発電所の所在地域及びその周辺において情

報収集事態や警戒事態に相当する地震や津波等の自然災害

が発生した際、ＥＡＬに至らない原子力施設の故障等につい

ても、健全性が劣化している発電所の特別な状態を考慮し、

周辺地域への影響や事象進展の見込み等を関係地方公共団

体に情報提供するとともに、国民に丁寧な説明を行うこと。 

 

(３)  原子力施設に対する武力攻撃事態等への対処について 

今年３月のロシア軍によるウクライナのザポリージャ原

子力発電所への武力攻撃等については、我が国の原子力施設

の立地周辺地域においても大きな不安を与えるものである。

早急に原子力施設の警備体制の充実・強化を図るとともに、

我が国に対して武力攻撃事態等の脅威が直接及ぶことのな

いよう、あらゆる外交努力を推進すること。 

原子力発電所施設への武力攻撃などが懸念されるような

事態となった場合には、国は、国民保護法に基づき、原子力

事業者に対し運転停止を命ずるなど、迅速に対応すること。 

また、突発的な武力攻撃の発生に備え、原子力事業者が、

特に緊急を要する場合には国からの命令を待たず直ちに運

転を停止できるよう、国は、平時から事業者の体制の確認・

徹底を指導すること。 

加えて、原子力発電所施設に対するミサイル攻撃が行われ

るような事態になった場合に、迅速に対応できるよう、自衛

隊による迎撃態勢及び部隊の配備に努めること。 

併せて、万一の武力攻撃事態等への対処処置について、原

子力施設の防御、原子力安全対策及び防災対策に係る関係法

令等の内容の検証を行い、その結果及び対応方針を国民に明

らかにすること。 

また、自衛隊、海上保安庁、警察、消防、地方自治体、事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和４年３月３０日に行った「原子力発電

所に対する武力攻撃に関する緊急要請」の内

容を追加するもの 

 

・立地地域→周辺地域 

・原子力発電所→原子力施設 

表題の「原子力施設」に統一。 

原子力発電所への武力攻撃は、立地地域を

含めた周辺地域に影響がおよぶ可能性が

あるため。 
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令和３年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（R3.6) 

令和４年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（案） 

備考 

(修正理由) 

                           

                           

                            

 

(３) 航空機落下及びテロの未然防止について 

航空機落下のリスク低減のため、原子力施設周辺上空の飛

行禁止及び飛行禁止区域周辺の航空機の飛行に係る最低安

全高度の設定について、早急に法制化又は諸規制を行うこ

と。 

また、原子力施設に対するテロの未然防止のため、国内の

みならず国際的な連携も強化し、情報収集や国際協力に努め

ること。 

さらに、武力攻撃等の緊急事態への対処処置について、自

衛隊、海上保安庁、警察、消防、地方公共団体、事業者等の

関係機関が連携し、実効性のある対策が迅速に講じられるよ

う、平時から緊急時に備えた体制を構築すること。 

 

 

２ 具体的な原子力防災対策について 

(１) 避難対策について 

屋内退避の期間や、屋内退避指示の解除に係る考え方、耐

震性を備えた屋内退避施設の整備や家屋が倒壊した場合の

対応などについて、原子力災害対策指針や各種防災関係マニ

ュアルに反映し、関係地方公共団体に対し、速やかに示すこ

と。なお、作成に当たっては、関係地方公共団体の意見を十

分に聴き反映させること。 

避難のための道路や港湾等のインフラ、公共施設等につい

て、関係地方公共団体の意見を聴きつつ、国が主体となって

早急に整備を進めること。また、新たに交付金で制度化され

た緊急時避難円滑化事業の充実を図るとともに、避難路につ

いては、地方負担を求めず国が責任をもって整備することを  

   制度化するなど                  

      、安全かつ迅速な避難のための交通基盤整備を

促進すること。 

併せて、県境を越えるなどの広域避難等を想定し、国が主

業者等の関係機関が連携し、事態の進展に応じた住民避難の

手段の確保など、実効性のある対策が迅速に講じられるよ

う、平時から緊急時に備えた体制の構築に万全を期すこと。 

 

(３４) 航空機落下及びテロの未然防止について 

航空機落下のリスク低減のため、原子力施設周辺上空の飛

行禁止及び飛行禁止区域周辺の航空機の飛行に係る最低安

全高度の設定について、早急に法制化又は諸規制を行うこ

と。 

また、原子力施設に対するテロの未然防止のため、国内の

みならず国際的な連携も強化し、情報収集や国際協力に努め

ること。 

さらに、武力攻撃等の緊急事態への対処処置について、自

衛隊、海上保安庁、警察、消防、地方公共団体、事業者等の

関係機関が連携し、実効性のある対策が迅速に講じられるよ

う、平時から緊急時に備えた体制を構築すること。 

 

 

２ 具体的な原子力防災対策について 

(１) 避難対策について 

屋内退避の期間や、屋内退避指示の解除に係る考え方、耐

震性を備えた屋内退避施設の整備や家屋が倒壊した場合の

対応などについて、原子力災害対策指針や各種防災関係マニ

ュアルに反映し、関係地方公共団体に対し、速やかに示すこ

と。なお、作成に当たっては、関係地方公共団体の意見を十

分に聴き反映させること。 

避難のための道路や港湾等のインフラ、公共施設等につい

て、関係地方公共団体の意見を聴きつつ、国が主体となって

早急に整備を進めること。また、新たに交付金で制度化され

た緊急時避難円滑化事業の充実を図るとともに、避難路につ

いては、地方負担を求めず国が責任をもって整備することを

早急に制度化するなどとともに、緊急時避難円滑化事業の充

実を図るなど、安全かつ迅速な避難のための交通基盤整備を

促進すること。 

併せて、県境を越えるなどの広域避難等を想定し、国が主

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ⅲ１(3)との文言整理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・避難路の整備については、昨年 10 月に策定

された「第 6次エネルギー基本計画」69ペー

ジと 74 ページに政府が一体的に、関係府省庁

が連携して取り組むと明記されていることか

ら、その具現化を早期に求めるもの。 
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令和３年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（R3.6) 

令和４年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（案） 

備考 

(修正理由) 

体的に関係地方公共団体や運輸事業者等と調整を行い、避難

先・具体的な避難手段の確保およびその要請の仕組みを構築

すること。また、広域的な交通管制についても国が責任を持

って警察や道路管理者等と調整を行うこと。さらに、避難先

への迅速な人的支援や、避難受入に必要となる資機材等の具

体的な整備基準の策定、国による大規模備蓄施設の整備な

ど、物的支援ができる体制に加え、避難の長期化も想定した、

みなし仮設住宅などの住宅確保の体制を構築すること。 

特に、避難行動要支援者の避難に当たっては、地域原子力

防災協議会における検討も踏まえながら、必要な車両や資機

材、医療従事者等の確保、自衛隊等による迅速な搬送体制の

整備、避難先となる病院や社会福祉施設等の確保などに係る

マニュアル等を整備するとともに、国として避難行動要支援

者が迅速かつ安全に避難できる支援体制を確立すること。屋

内退避を前提とした病院や社会福祉施設等の放射線防護対

策については、今後の進め方など基本的な考え方を示すこ

と。さらに、原子力災害対策指針において、施設敷地緊急事

態要避難者として明記された妊婦、授乳婦及び乳幼児の保護

者等についても、円滑に避難できる体制を構築すること。 

ＵＰＺ外の社会福祉施設等において、ＵＰＺ内施設の利用

者を避難先として受け入れる場合は、定員超過での受け入れ

や費用負担の特例に係る必要な措置を講じること。 

民間事業者との協力体制の確立について、「民間事業者の

協力」を検討する国の分科会の報告等を踏まえ、民間事業者

等が原子力災害に対応する際の被ばく線量限度の法制化な

ど、引き続き具体的な検討を進め、必要な対策を講じること。 

冬季に原子力災害が発生した場合の避難道路の除雪や確

保について、関係省庁の連携のもと、具体的な対策を確立す

ること。特に、高速道路と国直轄管理道路の管理者間の連携

や体制の強化について、国土交通省が設置する冬期道路交通

確保対策検討委員会の検討結果を踏まえ、地域原子力防災協

議会において、必要な検討を行うこと。 

離島・半島、山間地、豪雪地については、自然災害等によ

る集落の孤立化が想定されるため、必要とされる放射線防護

施設の確保や実動組織による確実な支援体制など、関係省庁

体的に関係地方公共団体や運輸事業者等と調整を行い、避難

先・具体的な避難手段の確保およびその要請の仕組みを構築

すること。また、広域的な交通管制についても国が責任を持

って警察や道路管理者等と調整を行うこと。さらに、避難先

への迅速な人的支援や、避難受入に必要となる資機材等の具

体的な整備基準の策定、国による大規模備蓄施設の整備な

ど、物的支援ができる体制に加え、避難の長期化も想定した、

みなし仮設住宅などの住宅確保の体制を構築すること。 

特に、避難行動要支援者の避難に当たっては、地域原子力

防災協議会における検討も踏まえながら、必要な車両や資機

材、医療従事者等の確保、自衛隊等による迅速な搬送体制の

整備、避難先となる病院や社会福祉施設等の確保などに係る

マニュアル等を整備するとともに、国として避難行動要支援

者が迅速かつ安全に避難できる支援体制を確立すること。屋

内退避を前提とした病院や社会福祉施設等の放射線防護対

策については、今後の進め方など基本的な考え方を示すこ

と。さらに、原子力災害対策指針において、施設敷地緊急事

態要避難者として明記された妊婦、授乳婦及び乳幼児の保護

者等についても、円滑に避難できる体制を構築すること。 

ＵＰＺ外の社会福祉施設等において、ＵＰＺ内施設の利用

者を避難先として受け入れる場合は、定員超過での受け入れ

や費用負担の特例に係る必要な措置を講じること。 

民間事業者との協力体制の確立について、「民間事業者の

協力」を検討する国の分科会の報告等を踏まえ、民間事業者

等が原子力災害に対応する際の被ばく線量限度の法制化な

ど、引き続き具体的な検討を進め、必要な対策を講じること。 

冬季に原子力災害が発生した場合の避難道路の除雪や確

保について、関係省庁の連携のもと、具体的な対策を確立す

ること。特に、高速道路と国直轄管理道路の管理者間の連携

や体制の強化について、国土交通省が設置する冬期道路交通

確保対策検討委員会の検討結果を踏まえ、地域原子力防災協

議会において、必要な検討を行うこと。 

離島・半島、山間地、豪雪地については、自然災害等によ

る集落の孤立化が想定されるため、必要とされる放射線防護

施設の確保や実動組織による確実な支援体制など、関係省庁
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令和３年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（R3.6) 

令和４年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（案） 

備考 

(修正理由) 

の連携のもと、具体的な対策を確立すること。 

さらに、避難住民や避難車両、船舶等に対する避難退域時

検査及び除染について、避難受入地域の状況等を十分考慮し

た上で、その方法や実施場所選定に係る基準、人員体制、資

機材の配備、汚染水処理などの運営方法等を整え、国の責任

において災害時に確実に機能する体制を構築すること。 

また、検査及び除染に必要な資機材を各立地地域等に整備

し、国が災害時に地方公共団体を支援するための体制を整備

すること。 

併せて、避難先となる地方公共団体及び住民に対して、放

射線等に関する知識の普及啓発を行うこと。 

避難ルート等の検討や準備・モニタリングの実施などには

放射性物質の拡散を予測する情報も重要と考えられるため、

「拡散計算も含めた情報提供の在り方」を検討する国の分科

会において、引き続き関係地方公共団体の意見を十分聴いた

上で、具体的な検討を進め、必要な対策を講じること。 

原子力災害時において円滑な住民避難を行うため、国は、発

電所の状況や避難情報、交通規制、渋滞状況など関係機関等

がそれぞれ提供する情報を集約したポータルサイトを立ち上

げるとともに、アクセス輻輳による閲覧障害が生じないよう

十分な能力のサーバを設置するなど、住民へ的確に情報が伝

わるよう必要な対策を講じること。 

避難や屋内退避等における感染症対策については、「新型コ

ロナウイルス感染拡大を踏まえた感染症の流行下での原子力

災害時における防護措置の実施ガイドライン」等により方針

が示された     が、感染症に係る      専門的知見等を踏

まえながら、必要に応じて見直しを行うなど、引き続き、必 

要な対策を講じるとともに、放射線防護対策施設やオフサイ

トセンターでの感染症対策についてもより具体的に示すこ

と。 

 

(２) 放射線モニタリング体制について 

原子力施設周辺の放射線モニタリングに係る実施項目や

実施範囲、測定地点の設定間隔等について、専門家を交えた

議論の場においてモニタリングに関する指針を継続的に見

の連携のもと、具体的な対策を確立すること。 

さらに、避難住民や避難車両、船舶等に対する避難退域時

検査及び除染について、避難受入地域の状況等を十分考慮し

た上で、その方法や実施場所選定に係る基準、人員体制、資

機材の配備、汚染水処理などの運営方法等を整え、国の責任

において災害時に確実に機能する体制を構築すること。 

また、検査及び除染に必要な資機材を各立地地域等に整備

し、国が災害時に地方公共団体を支援するための体制を整備

すること。 

併せて、避難先となる地方公共団体及び住民に対して、放

射線等に関する知識の普及啓発を行うこと。 

避難ルート等の検討や準備・モニタリングの実施などには

放射性物質の拡散を予測する情報も重要と考えられるため、

「拡散計算も含めた情報提供の在り方」を検討する国の分科

会において、引き続き関係地方公共団体の意見を十分聴いた

上で、具体的な検討を進め、必要な対策を講じること。 

原子力災害時において円滑な住民避難を行うため、国は、

発電所の状況や避難情報、交通規制、渋滞状況など関係機関

等がそれぞれ提供する情報を集約したポータルサイトを立

ち上げるとともに、アクセス輻輳による閲覧障害が生じない

よう十分な能力のサーバを設置するなど、住民へ的確に情報

が伝わるよう必要な対策を講じること。 

避難や屋内退避等における感染症対策については、「新型

コロナウイルス感染拡大を踏まえた感染症の流行下での原

子力災害時における防護措置の実施ガイドライン」等により

方針が示されたているが、感染症に係る最新の専門的知見等

を踏まえながら、必要に応じて見直しを行うなど、引き続き、

必要な対策を講じるとともに、放射線防護対策施設やオフサ

イトセンターでの感染症対策についてもより具体的に示す

こと。 

 

(２) 放射線モニタリング体制について 

原子力施設周辺の放射線モニタリングに係る実施項目や

実施範囲、測定地点の設定間隔等について、専門家を交えた

議論の場においてモニタリングに関する指針を継続的に見

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・文言修正。 
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令和３年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（R3.6) 

令和４年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（案） 

備考 

(修正理由) 

直すとともに、関係地方公共団体に丁寧かつ速やかに説明す

ること。特に、平常時モニタリングについては、関係地方公

共団体が事業者等との協定などに基づき実施している経緯

を尊重し、国が指針等を見直す場合や測定結果を独自に利用

する場合は、事前に理由を示し、関係地方公共団体の理解を

十分得た上で進めること。 

緊急時モニタリングは、避難指示や飲食物摂取制限などを

実施するためにも極めて重要であることから、国は、事前に

関係地方公共団体の理解を得た上で、地方公共団体や事業者

等における実施内容や役割分担、広域化・長期化に対応する

ための具体的な動員計画、避難ルートとなる海上も含めたモ

ニタリング体制等を速やかに示し、緊急時モニタリング計画

の策定及び改正を支援すること。 

その上で、地域の実情に応じて、被災したモニタリングス

ステーションの復旧やモニタリング指針の策定・      

                              

                           

       改訂等に伴う追加機材も含めて、当該整備及

び維持管理に係る必要経費については、地方公共団体の新た

な負担にならないよう交付金の総額及び限度額の増額や、別

枠を設けるなど、適切かつ柔軟な財政支援を行うこと。 

なお、財政支援に当たっては、             

                            

                           

                           

   各地方公共団体の意見を十分聴いた上で、     

       制度改正等を行うこと。 

また、上席放射線防災専門官を原子力施設の立地地域毎に

複数名配置するとともに、資機材を早急に整備するなど、災

害発生時において緊急時モニタリングセンターが確実に機

能する仕組を構築すること。 

ＵＰＺ外の緊急時モニタリングについて、国の責任におい

て地域の実情に応じて国による機動的なモニタリングの実

施体制を確保するとともに、環境放射能水準調査のモニタリ

ングポストを増設するなど、放射線の状況を確実に把握でき

直すとともに、関係地方公共団体に丁寧かつ速やかに説明す

ること。特に、平常時モニタリングについては、関係地方公

共団体が事業者等との協定などに基づき実施している経緯

を尊重し、国が指針等を見直す場合や測定結果を独自に利用

する場合は、事前に理由を示し、関係地方公共団体の理解を

十分得た上で進めること。 

緊急時モニタリングは、避難指示や飲食物摂取制限などを

実施するためにも極めて重要であることから、国は、事前に

関係地方公共団体の理解を得た上で、地方公共団体や事業者

等における実施内容や役割分担、広域化・長期化に対応する

ための具体的な動員計画、避難ルートとなる海上も含めたモ

ニタリング体制等を速やかに示し、緊急時モニタリング計画

の策定及び改正を支援すること。 

その上で、地域の実情に応じて、被災したモニタリングス

テーションの復旧やモニタリング指針の策定・「緊急時モニ

タリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」及

び「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足

参考資料）」の改訂等に伴う追加機材も含めて、当該整備及

び維持管理に係る必要経費については、地方公共団体の新た

な負担にならないよう交付金の総額及び限度額の増額や、別

枠を設けるなど、適切かつ柔軟な財政支援を行うこと。 

なお、財政支援に当たっては、放射線モニタリングに係る

交付金の統合などに伴い不足が生じている現状を別枠予算

の確保等により抜本的に改善するとともに、特に臨時交付金

などで大規模な機器整備を行った機材の更新時期を十分考

慮し、各地方公共団体の意見を十分聴いた上で、交付限度額

の引き上げ等の制度改正等を行うこと。 

また、上席放射線防災専門官を原子力施設の立地地域毎に

複数名配置するとともに、資機材を早急に整備するなど、災

害発生時において緊急時モニタリングセンターが確実に機

能する仕組を構築すること。 

ＵＰＺ外の緊急時モニタリングについて、国の責任におい

て地域の実情に応じて国による機動的なモニタリングの実

施体制を確保するとともに、環境放射能水準調査のモニタリ

ングポストを増設するなど、放射線の状況を確実に把握でき

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・従来のモニタリング指針に代わる原子力災

害対策指針補足参考資料が策定されたため。 

 

・令和３年４月１日に緊急時モニタリングに

係る経費が放射線監視等交付金に統合された

が、交付限度額の引き上げ額が実状と乖離し

ているため、事業を行うにあたっての予算が

不足する懸念がある。また、平成 23 年度に臨

時交付金で整備した機器の更新等について

も、追加の財政支援は必要不可欠であるため、

同様の事態にならないよう、制度改正等にあ

たっては自治体の意見を十分聞いた上で、事

業を遂行できるよう見直しを図っていただき

たいため。 
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令和３年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（R3.6) 

令和４年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（案） 

備考 

(修正理由) 

る体制を構築し、実施方法等を具体的に示すこと。 

また、緊急時のモニタリング結果については、国が責任を

もって住民に速やかに分かりやすくかつ丁寧に公表するこ

と。 

さらに、海域や空域等の広域モニタリングの実施体制等を

明確に示すとともに、海洋での放射性物質の拡散予測システ

ムの一層の研究開発に努めること。 

 

 

３ 原子力災害医療について 

原子力災害医療体制の整備に当たり、「救護所等で行うスク

リーニング」と「避難退域時検査」の目的・役割・人員体制等

を明確にした上で、被ばく傷病者の搬送体制を含め、緊急時に

国、地方公共団体、事業者、医療機関等が連携して適切に対応

できるよう、必要な対策を具体的に整理し、対応マニュアルを

早急に作成すること。 

原子力災害発生時における原子力災害医療派遣チームの指

揮命令系統の確立や被災地方公共団体へのチーム派遣の意思

決定、被災地方公共団体への個別・具体的な支援等について、

被害や影響の大きさ等を考慮し、国も責任を持って主体的に取

り組むこと。 

また、複合災害発生時における原子力災害医療派遣チームと

ＤＭＡＴ等の医療チームの役割分担の整理や運用上のルール

づくり等を都道府県、原子力災害拠点病院及びＤＭＡＴ指定医

療機関等の意見を聞きながら行うこと。 

安定ヨウ素剤の事前配布体制の整備に当たり、説明を行う医

師の確保・育成や説明資料の作成等について、国の責任におい

て十分な支援を行うほか、医療用医薬品としての位置付けや説

明会における医師の関与について見直すなど、住民や地方公共

団体の負担を軽減すること。 

また、配布を円滑に行うため、国の責任において、学校等の

健康診断時に服用の可否を把握する体制を整えること。 

さらに、新型コロナウイルス等の感染症対策や新しい生活様

式を踏まえた安定ヨウ素剤の具体的な事前配布方法を示し、原

子力災害対策指針等に明記すること。 

る体制を構築し、実施方法等を具体的に示すこと。 

また、緊急時のモニタリング結果については、国が責任を

もって住民に速やかに分かりやすくかつ丁寧に公表するこ

と。 

さらに、海域や空域等の広域モニタリングの実施体制等を

明確に示すとともに、海洋での放射性物質の拡散予測システ

ムの一層の研究開発に努めること。 

 

 

３ 原子力災害医療について 

原子力災害医療体制の整備に当たり、「救護所等で行うスク

リーニング」と「避難退域時検査」の目的・役割・人員体制等

を明確にした上で、被ばく傷病者の搬送体制を含め、緊急時に

国、地方公共団体、事業者、医療機関等が連携して適切に対応

できるよう、必要な対策を具体的に整理し、対応マニュアルを

早急に作成すること。 

原子力災害発生時における原子力災害医療派遣チームの指

揮命令系統の確立や被災地方公共団体へのチーム派遣の意思

決定、被災地方公共団体への個別・具体的な支援等について、

被害や影響の大きさ等を考慮し、国も責任を持って主体的に取

り組むこと。 

また、複合災害発生時における原子力災害医療派遣チームと

ＤＭＡＴ等の医療チームの役割分担の整理や運用上のルール

づくり等を都道府県、原子力災害拠点病院及びＤＭＡＴ指定医

療機関等の意見を聞きながら行うこと。 

安定ヨウ素剤の事前配布体制の整備に当たり、説明を行う医

師の確保・育成や説明資料の作成等について、国の責任におい

て十分な支援を行うほか、医療用医薬品としての位置付けや説

明会における医師の関与について見直すなど、住民や地方公共

団体の負担を軽減すること。 

また、配布を円滑に行うため、国の責任において、学校等の

健康診断時に服用の可否を把握する体制を整えること。 

さらに、新型コロナウイルス等の感染症対策や新しい生活様

式を踏まえた安定ヨウ素剤の具体的な事前配布方法を示し、原

子力災害対策指針等に明記すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-17- 

 

令和３年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（R3.6) 

令和４年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（案） 

備考 

(修正理由) 

安定ヨウ素剤の配布後も、地方公共団体において薬剤の更新

業務が継続的に発生するため、住民や地方公共団体の負担が軽

減されるよう、原子力災害対策指針において定められた薬局を

活用した配布方式の早期導入に向けた環境整備を早急に行う

ほか、対象者の状況に応じた医師問診の省略や郵送による配布

など更なる手続きの簡略化を図ること。 

また、転出や死亡、使用期限切れ等により不要となった薬剤

については、配布地方公共団体の回収努力にも限界があるた

め、本人または家族によって廃棄処分できるよう手続きの簡略

化を図るなど、国において実効性のある方法を示すこと。 

併せて、丸剤の使用期限の延長に合わせたゼリー剤の使用期

限の延長及びこれらの薬剤の使用期限の更なる延長について、

早急に製薬業者を指導・支援するなど、実現に向け関係省庁が

責任を持って対応すること。 

安定ヨウ素剤の予防服用体制の整備に当たり、事前配布する

住民の範囲については、地方公共団体の判断を尊重し、ＰＡＺ

の内外にかかわらず必要な支援を行うことを原子力災害対策

指針に明記すること。 

また、備蓄する区域についても、地方公共団体の判断を尊重

し、ＵＰＺの内外にかかわらず必要な支援を行うこと。 

原子力災害発生時の配布について、住民が適時・適切に安定

ヨウ素剤を服用できるよう、地方公共団体の事情を十分に聴取

の上、ＰＡＺ外の取扱いや丸剤の服用が困難な者への対応を含

め具体的な方法を明らかにし、早急にマニュアルを充実すると

ともに、                         

                             

                既存のゼリー剤の増産や、３歳

以上の服用量に合わせたゼリー剤の製造、水がなくても服用可

能な薬剤の開発に積極的かつ早急に取り組むこと。 

また、事業者や自衛隊等による配布に係る人員確保の体制を

整備すること。 

安定ヨウ素剤の服用に係る住民不安や過度な混乱を防ぐた

め、原子力規制委員会による服用の判断根拠を示すとともに、

年齢による服用効果の違いなど、原子力災害対策指針の改正内

容を踏まえた住民への広報について、国が主体的に行うこと。 

安定ヨウ素剤の配布後も、地方公共団体において薬剤の更新

業務が継続的に発生するため、住民や地方公共団体の負担が軽

減されるよう、原子力災害対策指針において定められた薬局を

活用した配布方式の早期導入に向けた環境整備を早急に行う

ほか、対象者の状況に応じた医師問診の省略や郵送による配布

など更なる手続きの簡略化を図ること。 

また、転出や死亡、使用期限切れ等により不要となった薬剤

については、配布地方公共団体の回収努力にも限界があるた

め、本人または家族によって廃棄処分できるよう手続きの簡略

化を図るなど、国において実効性のある方法を示すこと。 

併せて、丸剤の使用期限の延長に合わせたゼリー剤の使用期

限の延長及びこれらの薬剤の使用期限の更なる延長について、

早急に製薬業者を指導・支援するなど、実現に向け関係省庁が

責任を持って対応すること。 

安定ヨウ素剤の予防服用体制の整備に当たり、事前配布する

住民の範囲については、地方公共団体の判断を尊重し、ＰＡＺ

の内外にかかわらず必要な支援を行うことを原子力災害対策

指針に明記すること。 

また、備蓄する区域についても、地方公共団体の判断を尊重

し、ＵＰＺの内外にかかわらず必要な支援を行うこと。 

原子力災害発生時の配布について、住民が適時・適切に安定

ヨウ素剤を服用できるよう、地方公共団体の事情を十分に聴取

の上、ＰＡＺ外の取扱いや丸剤の服用が困難な者への対応を含

め具体的な方法を明らかにし、早急にマニュアルを充実すると

ともに、こと。また、未就学児まで服用できるようゼリー剤の

対象年齢を拡大するとともに、丸剤の服用が困難な者が適切に

安定ヨウ素剤を服用できるよう既存のゼリー剤の増産や、３歳

以上の服用量に合わせたゼリー剤の製造、水がなくても服用可

能な薬剤の開発に積極的かつ早急に取り組むこと。 

また、事業者や自衛隊等による配布に係る人員確保の体制を

整備すること。 

安定ヨウ素剤の服用に係る住民不安や過度な混乱を防ぐた

め、原子力規制委員会による服用の判断根拠を示すとともに、

年齢による服用効果の違いなど、原子力災害対策指針の改正内

容を踏まえた住民への広報について、国が主体的に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子力発電所が立地する市の認定こども園

において、豆の喫食による誤嚥により未就学

児が死亡した事例を契機に、未就学児の丸剤

の服用に慎重な意見があり、ゼリー剤の需要

が高まっているため。 

【参考】 

○死亡事故 令和 2年 2月 

○市の事故検証報告  

令和 3年 6月 

○消費者庁注意喚起 

豆類を食べさせない年齢 

・平成 30年 1月 31 日  3 歳頃まで 

・令和 3年 1 月 20 日 5 歳以下 
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令和３年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（R3.6) 

令和４年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（案） 

備考 

(修正理由) 

また、薬剤に関する正しい知識の啓発を行い、国において服

用可否や副作用など医学的な相談に対応する窓口を運営する

とともに、副作用や誤飲等による事故が発生した際に簡易な手

続きで補償を受けることが可能な制度を創設すること。 

原子力施設における事故が発生した後の住民の被ばく評価

を含めた健康管理について、統一的な基準に基づくマニュアル

を早急に作成すること。 

                            

                             

                             

                             

      

                            

                            

加えて、新型コロナウイルス等の感染症の感染拡大時におい

て、原子力災害時に主体的に治療、除染等の役割を担う原子力

災害拠点病院及び原子力災害医療協力機関でのクラスター発

生の可能性も否定できないことから、具体的な対応策について

検討し、早急に対応方針を定めること。 

 

 

４ 適切な財政措置等について 

                    

原子力防災体制の見直しにより、地方公共団体が実施する防

災対策の範囲が大きく広がっており、それに伴い発生する資機

材や備蓄品の配備           、道路や港湾等のイ

ンフラやシステムの整備、                 

防災関係マニュアル等の作成、人員の増員等に係る必要経費な

ど、地方公共団体が地域の特性を踏まえて必要であると判断

し、実施する防災対策に要する経費については、関係地方公共

団体の意見を聴きつつ、新たな負担とならないようＵＰＺ内の

地域はもとよりＵＰＺ外の地域における対策に要する経費を

含め適切  な財政措置及び人的支援を行うこと。 

原子力発電所の立地状況や周辺の人口規模、道路事情等を考

慮し、地方公共団体が必要と判断した防護対策については、Ｕ

また、薬剤に関する正しい知識の啓発を行い、国において服

用可否や副作用など医学的な相談に対応する窓口を運営する

とともに、副作用や誤飲等による事故が発生した際に簡易な手

続きで補償を受けることが可能な制度を創設すること。 

原子力施設における事故が発生した後の住民の被ばく評価

を含めた健康管理について、統一的な基準に基づくマニュアル

を早急に作成すること。 

緊急時の甲状腺被ばく線量モニタリングの実施に関して、被

災自治体においては、緊急時に様々な業務が集中し、短期間で

の対応が必要となる測定体制への更なる人員確保は困難であ

るため、広域的な連携体制の構築について、国が十分な調整を

図ること。 

また、今後の具体的な実施体制の構築およびマニュアルの整

備等においては、地方自治体の意見を十分反映させること。 

加えて、新型コロナウイルス等の感染症の感染拡大時におい

て、原子力災害時に主体的に治療、除染等の役割を担う原子力

災害拠点病院及び原子力災害医療協力機関でのクラスター発

生の可能性も否定できないことから、具体的な対応策について

検討し、早急に対応方針を定めること。 

 

 

４ 適切な財政措置等について 

(１) 十分な財政措置と人的支援について 

原子力防災体制の見直しにより、地方公共団体が実施する防

災対策の範囲が大きく広がっており、それに伴い発生する資機

材や備蓄品の配備及び維持管理、避難に係る道路や港湾等のイ

ンフラやシステムの整備、及び除排雪を含む維持管理、計画や

防災関係マニュアル等の作成、人員の増員等に係る必要経費な

ど、地方公共団体が地域の特性を踏まえて必要であると判断

し、実施する防災対策に要する経費については、関係地方公共

団体の意見を聴きつつ、新たな負担とならないようＵＰＺ内の

地域はもとよりＵＰＺ外の地域における対策に要する経費を

含め適切十分な財政措置及び人的支援を行うこと。 

原子力発電所の立地状況や周辺の人口規模、道路事情等を考

慮し、地方公共団体が必要と判断した防護対策については、Ｕ

 

 

 

 

 

 

 

・緊急時の甲状腺被ばく線量モニタリングに

関する検討チームが取りまとめた報告書で

は、簡易測定および詳細測定ともに実施主体

は地方公共団体と位置付けられた。しかし、

自県外への広域避難も想定される中、避難先

での実施要員を確保することが困難な場合が

想定されるとともに、報告書案に明記された

広域的な連携体制についても、道府県間での

調整は困難と想定されるなど、実施体制にか

かる懸念が大きいため。 

 

 

 

 

 

 

 

・要望活動等の説明時にわかりやすいよう見

出しを作成。 

 

 

・文言整理。資機材や備蓄品の維持管理、避

難に係る道路や港湾等の除排雪を含む維持管

理、計画作成を防災対策に要する経費として

追加するもの。 

 

 

 

 

・文言修正。 
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令和３年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（R3.6) 

令和４年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（案） 

備考 

(修正理由) 

ＰＺの内外にかかわらず、必要な財源措置をすること。 

 

                    

特に、官公庁等の原子力防災関連施設や一時退避所、病院、

福祉施設等の放射線防護対策の強化や万が一行政機能を移転

せざるを得ない場合の移転先における必要な資機材整備など、

適切な防災対策が講じられるよう、予算を確保すること。また、

それらの施設の維持管理等に係る経費についてもフィルター

の劣化管理など整備した設備の維持管理基準を明確にした上

で、対象範囲の拡大などを行い、適切な財政措置を行うととも

に、放射線防護対策については、気密性の確保など放射線防護

対策に係る科学的根拠を示すこと。 

                            

                             

                             

     

 

                    

原子力災害拠点病院等については、研修・訓練の実施や原子

力災害医療派遣チームの保有など医療機関の負担増なども踏

まえ、関係医療機関等の協力が得られるよう、平常時からの体

制整備について、原子力発電施設等緊急時安全対策交付金の弾

力的運用や別枠を設けることなどを含め、必要な財政支援措置

を早急に講じること。 

併せて、資機材の備蓄や施設整備、医療従事者の確保、中長

期的な視点での人材育成等に関して、財政措置も含めた支援を

強化すること。 

 

                    

また、広域避難体制を整備するために、ＵＰＺ外における避

難先の確保や避難所としての設備の整備、運営及び備蓄品の確

保に必要な予算枠の確保を図ること。 

加えて、原子力災害発生時における新型コロナウイルス等の

感染症対策                を実施するた

めの必要な予算を確保すること。 

ＰＺの内外にかかわらず、必要な財源措置をすること。 

 

(２) 放射線防護対策の強化等について 

特に、官公庁等の原子力防災関連施設や一時退避所、病院、

福祉施設等の放射線防護対策の強化や万が一行政機能を移転

せざるを得ない場合の移転先における必要な資機材整備など、

適切な防災対策が講じられるよう、予算を確保すること。また、

それらの施設の維持管理等に係る経費についてもフィルター

の劣化管理など整備した設備の維持管理基準を明確にした上

で、対象範囲の拡大などを行い、適切な財政措置を行うととも

に、放射線防護対策については、気密性の確保など放射線防護

対策に係る科学的根拠を示すこと。 

加えて、株式会社が所有する介護施設等が放射線防護設備を

設置した場合、固定資産税負担額が増大することが課題となっ

ていることから、極力負担が生じないよう環境の整備に取り組

むこと。 

 

(３) 原子力災害拠点病院等の体制整備について 

原子力災害拠点病院等については、研修・訓練の実施や原子

力災害医療派遣チームの保有など医療機関の負担増なども踏

まえ、関係医療機関等の協力が得られるよう、平常時からの体

制整備について、原子力発電施設等緊急時安全対策交付金の弾

力的運用や別枠を設けることなどを含め、必要な財政支援措置

を早急に講じること。 

併せて、資機材の備蓄や施設整備、医療従事者の確保、中長

期的な視点での人材育成等に関して、財政措置も含めた支援を

強化すること。 

 

(４) 広域避難体制の整備等について 

また、広域避難体制を整備するために、ＵＰＺ外における避

難先の確保や避難所としての設備の整備、運営及び備蓄品の確

保に必要な予算枠の確保を図ること。 

加えて、原子力災害発生時における新型コロナウイルス等の

感染症対策や避難先で必要とされる救急医療等を実施するた

めの必要な予算を確保すること。 

 

 

 

・要望活動等の説明時にわかりやすいよう見

出しを作成。（以下同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・株式会社が所有する介護施設等が放射線防

護設備を設置した場合、固定資産税負担額が

増大し、防護対策事業推進の障害となってい

るため。 

・固定資産税が障害となり、入所者等の生命、

身体を原子力災害から保護するため必要とな

る防護措置を適切に講じることができない事

態は避けるべきであることから、「極力」を削

除し、より明確に対応を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原発事故の際に他道府県等への広域避難が

生じた場合、避難先において避難者が必要と

する医療を提供するための資機材や医療器具

などが不足しており、救急救命医療を実施で

きる体制が必ずしも整っていないとの指摘が

一部のＤＭＡＴ担当医からなされている。補

助制度等が創設されれば、広域避難体制強化

につながる。 
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令和３年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（R3.6) 

令和４年度 

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言（案） 

備考 

(修正理由) 

 

                    

さらには、現在、複数の原子炉の廃止措置が決定されている

ところであるが、その完了には、今後、数十年の長い期間を要

することから、防災対策等に係る財源を確保するため、電源三

法交付金については、原子力発電施設の撤去完了までを見据え

て制度の充実を図ること。 

                            

                             

                             

                

 

                    

また、福島第一原子力発電所事故の賠償の実施状況などを踏

まえ、原子力損害賠償制度における国の責任の在り方等を明確

にするため、当該制度について法改正も含めた見直しをできる

だけ早期に行うこと。 

 

 

(５) 電源三法交付金制度の充実について 

さらには、現在、複数の原子炉の廃止措置が決定されている

ところであるが、その完了には、今後、数十年の長い期間を要

することから、防災対策等に係る財源を確保するため、電源三

法交付金については、原子力発電施設の撤去完了までを見据え

て制度の充実を図ること。 

また、原子力防災対策が必要な区域が 30km 圏内まで拡大さ

れたことから、電源三法交付金等については、既存の交付地域

に対する交付水準を確保した上で、原子力災害対策重点区域ま

で対象区域を拡大すること。 

 

(６) 原子力損害賠償制度について 

また、福島第一原子力発電所事故の賠償の実施状況などを踏

まえ、原子力損害賠償制度における国の責任の在り方等を明確

にするため、当該制度について法改正も含めた見直しをできる

だけ早期に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子力防災対策が必要な区域が 30km 圏内

まで拡大されたことを踏まえた修正。 

 

 

 

 


